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ケアマネジャー１人あたりの取
扱い件数

区分 要介護１・２ 要介護３・４・５

40件未満 ⅰ 1076単位/月 1398単位/月

40件以上60件未満の部分 ⅱ 539単位/月 698単位/月

60件以上の部分 ⅲ 323単位/月 418単位/月

居宅介護支援費
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 居宅介護支援費（Ⅰ）

ケアマネジャー１人あたりの取
扱い件数

区分 要介護１・２ 要介護３・４・５

45件未満 ⅰ 1076単位/月 1398単位/月

45件以上60件未満の部分 ⅱ 522単位/月 677単位/月

60件以上の部分 ⅲ 313単位/月 406単位/月

 居宅介護支援費（Ⅱ） ICTの活用又は事務職員の配置を行う事業所が算定

※報酬体系は逓減制

※赤字：令和３年度介護報酬改定での追加・変更箇所



▼当該事業所における取扱い件数の取扱い

取扱件数＝

利用者の総数

（月末） ＋
指定介護予防支援に

係る利用者数 × １/２

当該事業所の介護支援専門員の総数（常勤換算）

ここでいう、取扱い件数はあくまで介護報酬算定上の取扱いであり、

人員・運営基準においては、介護支援専門員一人に対する、利用者

の基準は３５名となっているので留意すること。

居宅介護支援費
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 逓減制の例外的取扱いについて

事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合
に加え、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得
ず利用者を受け入れた場合についても例外的に数に含めないとした。

※赤字：令和３年度介護報酬改定での追加・変更箇所



減算事項が発生した月

所定単位数×５0/100 （減算）

減算事項が発生した翌月から解消するまで

算定しない

注）運営基準減算に該当する場合は、初回加算及び特定事業所加算は算定できない。

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に減算

運営基準減算①
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厚生労働大臣が定める基準に該当する場合とは・・

●居宅介護支援の提供の開始に際して

①利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること
ができることについて、文書を交付して説明を行っていない場合。

契約月から当該状態
が解消されるに至った
月の前月まで減算

②利用者は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等
の選定理由の説明を求めることができることについて、文書を交付し
て説明を行っていない場合。



運営基準減算② 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合とは・・

●居宅サービス計画の新規作成及びその変更

●サービス担当者会議等を行っていないとき

①居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を新規に作成した場合 当該月から

当該状態が解
消されるに至っ
た月の前月ま
で減算

②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合

③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更の認定を受け
た場合

●モニタリングに関して

①１月に利用者宅を訪問し、利用者に面接していない場合 特段の事情がない限
り、当該月から当該状
態が解消されるに
至った前月まで減算②ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合

③居宅ｻｰﾋﾞｽ計画の原案の内容について利用者及び家族に説明・利用

者に文書による同意・居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を利用者及び担当者に交付して

いない場合

②ｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催を行っていない場合
（やむを得ない事情がある場合を除く。）

当該月から

当該状態が解
消されるに至っ
た月の前月ま
で減算

①利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接していない場合
（利用者が入院中など、物理的な理由がある場合を除く。）

③居宅ｻｰﾋﾞｽ計画の原案の内容について利用者及び家族に説明・利用

者に文書による同意・居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を利用者及び担当者に交付して

いない場合

②ｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催を行っていない場合
（やむを得ない事情がある場合を除く。）

当該月から

当該状態が解
消されるに至っ
た月の前月ま
で減算

①利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接していない場合
（利用者が入院中など、物理的な理由がある場合を除く。）
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★居宅サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等のそれぞれについて、特定の事業所の

占める割合が８0％を超えた場合に減算。

（※ただし正当な理由の提出があった場合は、減算適用の可否を判断します。）

★毎年度２回全ての居宅介護支援事業所において、「特定事業所集中減算算定結果報告

書」及び「算定根拠書類」を作成し、

注）訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介

護を指す。

注）特定事業所集中減算に該当する場合は、特定事業所加算を算定できません。

計算結果 ８０％超→正当な理由の有無に関係なく期日までに甲府市に提出

４月１日～９月３０日

１０月１日～３月３１日

減算適用期間

３月１５日

９月１５日

届出期日

９月１日～２月末日後期

３月1日～８月末日

判定期間

前期

特定事業所集中減算 200単位／月減算

居宅サービスに位置づけたサービスが、特定の事業者（法人）に不当に偏った場合、

利用者すべてにおいて減算
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300単位

【介護報酬通知】 老企第36号第3の9

①新規に居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を作成する場合

②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を作成する場合

③要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅ｻｰﾋﾞｽ計画を作成する場合

※運営基準減算、またその状態が

2月以上継続している場合は算定

できません

注意！！

指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画を作成する利用者に
対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準
に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

初回加算
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厚生労働大臣が定める基準 Ⅰ Ⅱ Ⅲ A

（１）常勤専従の主任介護支援専門員の配置 ２名以上 ○ ○ 〇

（２）常勤専従の介護支援専門員の配置 ３名以上 ３名以上 ２名以上
常勤１名以上
非常勤１名以上

（３）利用者の情報やサービス提供に関する伝達等の会議の定期開催 ○ ○ ○ 〇

（４）２４時間連絡体制の確保かつ相談に対応する体制の確保 ○ ○ ○
〇

（連携でも可）

（５）算定日が属する月の利用者総数のうち、要介護３，４，５のものが４０％以上 ○ × × ×

（６）事業所内の介護支援専門員への定期的な研修の実施 ○ ○ ○
〇

（連携でも可）

（７)地域包括支援センターから照会された処遇困難事例への対応 ○ ○ ○ 〇

（８）地域包括支援センター主催の事例検討会等への参加 ○ ○ ○ 〇

（９）運営基準減算又は特定事業所集中の適用なし ○ ○ ○ 〇

（１０）介護支援専門員一人当たりの利用者数が４０名未満
（居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は４５名未満）

○ ○ ○ 〇

（１１）法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制 ○ ○ ○
〇

（連携でも可）

（１２）他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で検討会、研修会等を実施 ○ ○ ○
〇

（連携でも可）

（13）必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供
されるような居宅サービス計画を作成していること

〇 〇 〇 〇

特定事業所加算① (Ⅰ) 505単位 (Ⅱ) 407単位
（Ⅲ） 309単位 (A) 100単位 月 （＊利用者すべて）
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厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、甲府市に届け出た事業所について、1月につき所定単位を加算する。



● 法令遵守のための各種書類の作成・保存がされていない。

● 運営基準減算、特定事業所集中減算に該当している・・・

※算定における留意事項

・要件である研修計画の作成は、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに定めておく。

・特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、

積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど、利用者に対する情報

提供を行うこと。

・特定事業所加算取得事業所は、毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を

作成し、保存すること。

・中立公正を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立している。

・常勤専従の主任介護支援専門員が配置され、支援困難事例でも適切に対応できる体
制が整備されている。

届出後も常に要件を満たしている必要があります。

要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を提出してください。

特定事業所加算 ②

中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行う他、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携へ
の積極的な取組等を総合的に実施することにより、質の高いケアマネジメントを実施している、いわばモデル
的な事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としている
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特定事業所加算③

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得し、かつ、退院・退所
加算の算定に係る医療機関等との連携を年間（前々年度の３月から
前年度の２月）３５回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加
算を年間（前々年度の３月から前年度の２月） ５回以上算定している
事業所は、特定事業所医療介護連携加算：１２５単位／月を算定で
きる。

※赤字：令和３年度介護報酬改定での追加・変更箇所

9



入院時情報連携加算

★医療機関の職員に対して

利用者が入院してから３日以内に、必要な情報を提供した場合 （Ⅰ)200単位

利用者が入院してから４日以上７日以内に、必要な情報を提供した場合 (Ⅱ)100単位

必要な情報とは

★入院日

★疾患・病歴・認知症の有無・徘徊等の

行動の有無・・などの心身の状況

★家族構成・生活歴・介護者の介護方

法や家族介護者の状況・・・・などの

生活環境

★サービスの利用状況 など

●利用者1人につき1月に1回、ⅠかⅡ

のどちらか一方のみ算定。

●情報提供の日時・場所・誰に・内容・

提供手段等について記録を残すこと。

利用者が入院するに当たって、医療機関の職員に対して、利用者に係る必要な情報
を提供した場合（提供手段は問わない。）
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退院・退所加算 ①

※カンファレンス参加が、１回以上。

退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価するとともに、医療機関と

の連携回数に応じた評価とする。加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場

合を上乗せで評価する。

退院・退所に当たって、病院等の職員と面談し、利用者に関する必要な情報を得た上で、居
宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定できる。

また、サービス利用開始月に所定単位数を加算する。

面談について令和３年度報酬改定からテレビ電話装置等を活用して行うことができることが明記された。

連携回数 区分 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有

１回 Ⅰ 450単位 （イ） 600単位 （ロ）

２回 Ⅱ 600単位 （イ） 750単位 （ロ） ※

３回 Ⅲ × 900単位 ※

11※赤字：令和３年度介護報酬改定での追加・変更箇所



退院・退所加算 ②
＜留意事項＞

□退院・退所日が属する日の翌月末までにサービス提供がない場合は算定できない。

□初回加算を算定する場合には、算定できない。

□原則、退院・退所前に必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報
を得た場合については算定することとする。

□同一日に、必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した
場合でも、1回として算定する。

□利用者に関して得た「必要な情報」は、別途定める標準様式もしくはその内容を 網
羅した任意様式により作成し、保管しておく。

□カンファレンスに参加した場合は、別途定める標準様式ではなく、カンファレンスの
日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、
利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておく。

□算定は、入院又は入所期間中に１回のみ算定できる。（医師等からの要請により退
院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービ
ス計を画作成し、サービスの利用に関する調整を行った場合を含む。）
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＜カンファレンスについて＞退院・退所加算 ③

（１）病院又は診療所

診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点数表の退院時共
同指導料２の注３（★）の要件を満たすもの。を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっ
ては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。

★退院時共同指導料２の注３

「退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又

は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその

指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のいずれかのうち３

者以上と共同して行った場合に算定する」

「３者」とは、算定する保険医療機関の関係者を除外したうえでの数。

ただし、同一職種が２者以上の場合は１者と数える。
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退院・退所加算 ④

（２）地域密着型介護老人福祉施設
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第１３４条第６項及び第７項に

基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業所への情報提供等を行うにあたり実施された場合の
会議。ただし、基準第１３１条第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入
所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあって
は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

（３）介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第７条第６項及び第７項に基づき、入
所者への援助及び居宅介護支援事業所への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ
し、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するも
のに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門
相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

（４）介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第８条第６項に基づき、入所者
への指導及び居宅介護支援事業所への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基
準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限
る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員
や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
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＜カンファレンスについて＞

※赤字：令和３年度介護報酬改定での追加・変更箇所



退院・退所加算 ⑤
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＜カンファレンスについて＞

（５）介護医療院
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第１２条第６項に基づき、入所者への指

導及び居宅介護支援事業所への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第４条
に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に
福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提
供する作業療法士等が参加すること。

（６）介護療養型医療施設（令和５年度末までに限る。）
健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定により、なおその効力を有するも

のとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第９条第５項に基づき、患者
に対する指導及び居宅介護支援事業所への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、
基準第２条に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに
限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員
や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

※赤字：令和３年度介護報酬改定での追加・変更箇所



400単位ターミナルケアマネジメント加算 ①

＜留意事項＞

□在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日

の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定する。

□1人の利用者に対し、1か所指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。

□算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い

日に利用した指定居宅サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した事業所が算定す

ることとする。

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）に対して、24時間連絡がとれる体制

を確保し、かつ、必要に応じて、居宅介護支援を行うことができる体制を整備したうえで市に届

出を行った居宅支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者

又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記

録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に、

１月につき算定する。
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ターミナルケアマネジメント加算 ②

＜留意事項＞

□ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者またはその家族が同意した時点以降

は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介

護支援事業所が行った支援についての記録。

② 利用者への支援にあたり、主治医及び居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス

事業所等と行った連絡調整に関する記録。

□ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送さ

れ、24時間以内に死亡が確認される場合等については、算定することができる。
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所定単位数×15/100

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員
が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の
100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

所定単位数×10/100

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、
所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

※別途届出が必要。
※一月当たりの実利用者数が20人以下の指定居宅介護支援事業所であること。

所定単位数×5/100単位

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住
している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行った場合
は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
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利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同
席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係
る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の
提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者１人につき１月に
１回を限度として所定単位数を加算する。

※通院時の同席にあたっては、利用者の同意を得ること！

通院時情報連携加算 50単位 ※令和３年度新設加算

老企第36号 第3の15より

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の
必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅
サービス計画等に記録した場合に、算定を行うものである。なお、同席にあたっては、利用者
の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。
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令和3年度報酬改定で廃止になった加算について

以下の加算について、報酬体系の簡素化の観点から、算定実績を
踏まえて、令和3年度4月から廃止となりました。

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算（介護予防支援も含む）

300単位/月

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

300単位/月



病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居
宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて利用者に居宅サービス又は地域密着型サー
ビスの利用者に関する調整を行った場合算定

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位

★病院又は診療所の求めによるカンファレンスとは・・・

★利用者１人につき１月に２回まで

カンファレンスの実施日・参加者の氏名・カンファレンスの要点を居宅サービス計画

等に記録すること。

必要に応じて速やかに居宅サービス計画の変更をし、サービスの調整をする等の対

応をすること。

診療報酬の「在宅患者緊急時等カンファレンス料」

概要：在宅療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該患者に対する診療等
を行う医療機関関係職種等が一堂に会しｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行うことにより、より適切な治療方針を立てる
こと及び当該ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの参加者間で診療方針の変更等の的確な情報共有を可能とする取り組み
を評価したもので、患者宅を訪問し、関係する医療関係職種等が共同でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、当該ｶﾝ
ﾌｧﾚﾝｽで共有した当該患者の診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が患者に対して診療上必要な
指導を行った場合に算定する。
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